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仕 様 書 

１ 件名 

公立昭和病院都市ガス需給契約 

 

２ 供給場所 

（１） 名称  公立昭和病院 

（２） 所在地 東京都小平市花小金井八丁目１番１号 

 

３ 供給期間 

令和８年８月１日から令和９年７月３１日まで 

 

４ 仕様 

（１） ガスの種類  都市ガス１３Ａ 

（２） 供給熱量   ガス導管事業者が定める小売託送供給約款による 

（３） 供給圧力   中圧、低圧 

（４） 主な用途   コージェネレーションシステム、蒸気ボイラー、吸収式冷温水機等 

（５） ガスメーター 

種類 番号
RMB 1000.0 212859057
NSP 25.0 526695115
NSP 40.0 551696011
RMB 1000.0 142859091  

５ 予定使用量 

（１） 予定最大時間流量 ５７１ ／ｈ 

※供給期間における一時間あたりの最大の使用予定量 

（２） 予定年間使用量  １,４７６,５６６  

※供給期間における月別使用量の合計量 

（３） 予定年間引取量  １,０３３,５９６  

※供給期間における契約で定められる１年間の最低引取量 
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（４） 予定月別使用量 

 

（単位： ）
年月 中圧 低圧 合計

令和8年8月 123,944 18 123,962
令和8年9月 123,296 20 123,316
令和8年10月 105,435 30 105,465
令和8年11月 105,519 20 105,539
令和8年12月 127,156 23 127,179
令和9年1月 184,912 43 184,955
令和9年2月 138,999 30 139,029
令和9年3月 131,377 47 131,424
令和9年4月 97,796 23 97,819
令和9年5月 91,448 20 91,468
令和9年6月 110,780 16 110,796
令和9年7月 135,595 19 135,614

計 1,476,257 309 1,476,566  

６ 保安 

（１） ガス事業法に定めるところにより、ガス工作物について一般ガス導管事業者が保安

責任を負うものとする。 ただし、同一構内に供給する他のガス供給者と共用して使

用されるガス工作物については、 当該供給者と保安業務等の分担について協議を行

うものとする。 

（２） 保安責任分界点は、ガス工作物の末端のバルブとし、詳細については、協議の上、

確認、決定するものとする。 

 

７ 料金 

（１） 料金は、公的機関の発表する貿易統計のガスの原料に関する価格（５７，３００円

／ｔ）に基づいて算定するものとする。なお、石油石炭税等租税課金はＬＮＧトン当

たり１，８６０円、ＬＰＧトンあたり１，８６０円の場合のものとする。 

（２） ガス料金は、各社の原料費調整制度に準じ、調整を行うものとする。 

（３） 契約時の料金算定は、原料費調整単価を含まないものとし、供給期間の予定使用量

による総額にて提示するものとする。 

 

８ その他 

本仕様書に定めのない事項は、受注者の定める約款や供給条件等に従うほか、発注者・

受注者間の協議により定めるものとする。 


